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平成２１年度 第１０回人事委員会会議結果

１ 開催日時

平成２１年８月１２日（水）午前１０時０１分～午前１１時２５分

２ 開催場所

人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階）

３ 出 席 者

【人事委員】

委 員 長 曽 我 紀 厚

委 員 髙 橋 敬 一

委 員 佐 蔵 絢 子

【事務局職員】

事務局長 西 山 秀 雄 次 長 加賀田 啓

任用課長 西 尾 孝 之 給与課長 稲 田 将

副 主 幹 懸 樋 順 一

【傍 聴 者】 １名

４ 議 題

委員長の選挙及び委員長職務代理者の指定について

会議出席者及び議事録作成者の指定について

議案第１号 平成２１年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）の採用候補者の決定及び採用

候補者名簿の確定について

報告第１号 国家公務員の給与等に関する人事院勧告等の概要について

報告第２号 県職員等の懲戒処分について

協議等事項

（１）教育職モデル給料表の作成及び人事院会勧告にむけた要請等について

５ 会議の公開・非公開

議案第１号、報告第２号及び協議等事項を非公開とした。

６ 議 事

（１）委員長の選挙及び委員長職務代理者の指定について

曽我委員の委員長任期が平成２１年８月１６日で満了するため、新委員長の選挙及び委員長職

務代理者の指定を行った。
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指名推薦により、曽我委員を委員長再任と決定した。

続いて、曽我委員が髙橋委員を委員長職務代理者に指定した。

（２）会議出席者及び議事録作成者の指定について

人事委員会の会議出席者及び議事録作成者として、曽我委員が次の者を指定した。

・人事委員会議事規則第５条に定める委員長が指定する会議出席者

任用課長、給与課長、各副主幹

・同規則第７条の規定による議事録作成者

任用課長

（３）議案第１号

平成２１年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）の採用候補者の決定及び採用候補者名簿の

確定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

【説 明】

①実施結果

職 種

採用予

定者数
申込者数 第１次試験

受験者数

（A）

第１次試験

合格者数

第２次試験

受験者数

採用候

補者数

(Ｂ)

受験

競争率

（A/ B）

名程度 名 名 名 名 名 倍

事務（一般コース） １０ ５００（１９０） ３４５（１３６） ２９（10） ２８( ９) １６(８) ２１．６

事務（環境コース） １ ２３（ ７） １７（ ３） 2（ 0） ２( ０) １(０) １７．０

総合化学（一般コース） ２ ２８（ １０） ２１（ ８） 3（ １） ３( １) ３(１) ７．０

総合化学（食品化学コース） ４ １２（ １０） １１（ ９） ６（ 4） ６( ４) ５(３) ２．２

農業 ２ ３４（ １４） ２５（ １０） ７（ ２） ７( ２) ３(１) ８．３

林業 ３ １７（ ４） １２（ ２） ６（ ０） ５( ０) ２(０) ６．０

水産 ３ １５（ ０） １０（ ０） ５（ ０） ５( ０) ４(０) ２．５

土木 １１ ５６（ ２） ３４（ ２） １８（ ０） １７( ０) １１(０) ３．１

社会福祉（福祉コース） ３ ３９（ ２４） ３１（ ２０） ７（ ６） ６( ５) ３(３) １０．３

社会福祉（心理コース） ２ １１（ ８） ８（ ６） ３（ １） ３( １) ３(１) ２．７

保健師 ３ ２０（ １８） １９（ １７） ６（ ５） ６( ５) ４(３) ４．８

獣医師 ４ ５（ ３） ４（ ２） ４（ ２） ４( ２) ４(２) １．０

薬剤師 ６ ８（ １） ７（ ０） ６（ ０） ６( ０) ６(０) １．２

計 ５４ ７６８（２９１） ５４４（２１５） １０２（３１） ９８(２９) ６５(22) ８．４

※ 採用予定者数は、平成２１年 8 月１２日時点のもの。

※ 表中の（ ）は女性の内数。

②試験日程

試 験 日 ６月２８日（日）

試 験 会 場

鳥取会場：鳥取大学工学部

米子会場：鳥取大学医学部講義・実習棟

東京会場：国士舘大学世田谷校舎６号館

大阪会場：大阪経済大学 B 館

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）、専門試験（多肢選択式）、論文試験、適性検査

第
１
次
試
験

合格者発表日 ７月３日（金）
第
２
次

試
験

試 験 日
７月２３日（木）～３１日（金）のうち指定する１日

（ただし、土日を除く）
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試 験 会 場 県庁会議室

試 験 種 目 人物試験（集団討論及び個別面接）

採用候補者発表日 ８月１２日（水）

（４）報告第１号

人事院勧告の概要について、事務局が説明した。

【説 明】

①勧告日 平成２１年８月１１日（火）

②勧告の概要

１ 給与改定

ア 月例給 … 公務員給与が民間給与を上回るマイナス較差（△0.22％：△863 円）を解消

するため、月例給の引下げ改定

（１）俸給表 初任給を中心とした若年層及び医療（一）を除き全ての俸給月額を引下げ

①行政職（一） 基本的に同率の引下げ（平均改定率△0.2％）

・若年層（１～３級の一部）は据置き、７級以上は△0.3％程度の引下げ

②その他の俸給表

・行政職（一）との均衡を基本に引下げ（医療職（一）を除く）

※給与構造改革の俸給水準引下げに伴う経過措置額についても引下げ

＜実施時期＞公布日の翌月

※ただし４月から改定までの較差相当分は 12 月期末手当で減額調整

（２）住居手当 自宅に係る住居手当（新築・購入後 5 年に限り支給：月額 2,500 円）を廃止

＜実施時期＞公布日の翌月

イ 期末・勤勉手当 … 民間の支給割合に見合うよう引下げ 4.5 月分 → 4.15 月分

一般職の場合の支給月数

現行 今回勧告 差引き

国 年間計 4.50月 △0.35月 4.15月

(参考)

本県は4.02月

＜実施時期＞公布日の翌月

※ただし本年 6 月期に 0.2 月分を凍結済みで、残り 0.15 月分を 12 月期末で引下げ

るとともに、6 月分特別給に係る較差相当分の額を 12 月期末で減額調整

ウ 超過勤務手当等 … 時間外労働の割増賃金率等に関する労働基準法の改正を踏まえた改定

時間外労働の割増賃金率等に関する労働基準法の改正を踏まえ、月 60 時間を超える

超過勤務（日曜日等を除く）に係る超過勤務手当の支給割合を 125/100 から 150/100

に引上げ。あわせて、当該支給割合と本来の支給割合との差額分の支給に代えて、

代替休を指定することができる制度を新設

＜実施時期＞平成２２年４月

２ 地域別官民格差 ※中国・四国地域の格差が全国でも最大

関東・甲信越

全 国

北海道

東 北 東 京

中 部 近 畿

中 国

四 国

九 州

沖 縄

△0.22% △2.80％ 0.66％ 1.39％ 0.01％ △0.47％ △2.82％ △0.56％

３ 高齢期の雇用問題 ～65 歳定年制の実現に向けて～

（１）基本的な考え方
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公務能率を確保しながら 65 歳まで職員の能力を十分活用していくためには年金支給開始

年齢の引上げに合わせて平成 25年度から定年年齢を段階的に 65 歳まで延長することが適当

（２）具体的な検討課題

①給与制度の見直し

60歳以降の水準引下げ、60歳前の給与カーブの見直しによる総給与費の増大の抑制

②組織活力を維持するための施策

役職定年制の導入、専門性を活かし得る行政事務の執行体制の構築等

③特例的な定年の取扱い

加齢に伴い就労が厳しくなる職種の取扱い等

④その他の措置

短時間勤務制の導入、早期退職を支援する措置、退職給付(年金と一時金)のあり方等

４ 公務員人事管理に関する報告

（１）公務員制度改革に関する人事院の基本認識

（２）主な個別課題と取組の方向

①人材の確保・育成等

採用試験の基本的見直し、能力及び実績に基づく人事管理への転換、人事交流の推進等

②勤務環境の整備等

非常勤職員制度の適正化、超過勤務の縮減、両立支援の推進、職員の健康の保持

５ 国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出

（１）育児休業等をすることができない職員の範囲の見直し

配偶者が育児休業法により育児休業をしている職員について、育児休業等をすることが

できるようにすること

（２）子の出生の日から一定期間内に最初の育児休業をした場合の特例

子の出生の日から人事院規則で定める期間内に、職員が当該子について最初の育児休業

をした場合は、当該子について再度の育児休業をすることができるものとすること

（３）実施時期

公布の日から起算して１年を超えない範囲内の日から実施

（５）報告第２号

県職員等の懲戒処分について、事務局が説明した。

（６）協議等事項

教育職モデル給料表の作成及び人事委員会勧告にむけた要請等について、事務局が説明した。

７ 次回の人事委員会の開催

平成２１年８月１９日（水）午前１０時００分から開催することとした。


